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３ 積極的認知に向けた教職員一人一人の心構え 
  ・ 教職員一人一人が多様な背景をもつ児童の理解と配慮も含めた人権意識を 

もつ。 
  ・ 教職員の言動が、児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長したり

することのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。 
  ・ いじめの認知の判断基準については、加害行為の「継続性」「集団性」「一

方的な力関係の有無」 「深刻度」などの要素によりいじめの定義を限定して
解釈することがないようにする。 

  ・ 児童と触れ合う時間をできる限り多く取る。 
  ・ 児童の話に耳を傾け、親身になって対応し、児童が何でも相談できる信頼

関係を築く。 
  ・ いじめ防止対策推進法第２条のいじめの定義に従って、積極的に認知する。 
  ・ いじめを見過ごしたり、気付きながら見逃したり、相談を受けながら対応

を先延ばしにしたりしない。認知したいじめは、必ずいじめ等対策委員会に
報告をする。 

  ・ いじめ（特に、暴力を伴わないいじめ）は、大人が気付きにくく判断しに
くい形で行われることが多いことを認識し、ささいな兆候であっても、早い
段階から的確に関わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、
いじめを積極的に認知し、指導につなげる。 

  ・ 暴力的な行為など「目に見えるいじめ」を目撃した場合は、速やかに止め
るなどの指導を最優先させる。 

  ・ いじめの解消は、国の基本方針にのっとり、少なくとも、いじめが止んで
いる状態が３ヶ月以上継続し、いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じてい
ないと認められる場合において初めて判断する。 

 ・ 部活動は、スポーツ庁・文化庁のガイドライン等を踏まえて実施する。 
 
４ 未然防止の取組 

・ 学校の教育活動全体を通じ、児童が活躍でき、他者の役に立っていると感
じ取ることのできる機会を全ての児童に提供し、児童の自己有用感が高まる
よう努める。 

・ 児童の心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授
業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。 

・ 集団の一員としての自覚や自信を育むとともに、互いの違いを認め合うこ
とにより多様性を認める。多様性の中で相互に補い合っていく中で、互いを
認め合える人間関係・学校風土をつくる。 

・ 上記の内容について、学校および児童の実態を踏まえ、なごや子ども応援
委員会と協働して企画・計画・実践を進める。 

 （１） 授業づくり 
      ・ 児童が、自らの可能性を最大限に伸ばし、人生をたくましく生きてい

くことができるよう、児童主体の授業づくりに取り組む。 
      ・児童一人一人の興味・関心や能力、進度に応じた個別最適な学びと協働

的な学びの一体的な充実による授業を推進する。 
      ・ 「互いを認め、学び合う授業」「自分のめあてに向けて、自律して学

び続ける授業」づくりに向け、教師一人一人の授業力向上に努める。 


